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令和７年度からの私立学校関係事務に係る申請等の様式について 

このことについて、改正私立学校法の施行（令和７年４月１日施行）に伴い、「私立学校関係事務の手

引き」に掲載の下記に掲げる様式について改訂する予定です。 

改訂後の「私立学校関係事務の手引き」については、おって岩手県公式ホームページに掲載する予定で

すが、現時点で発生する認可申請、届出等については、別添により手続を進めていただきますようお願い

します。 

記 

１ 改訂を予定する様式 

(１) 認可申請書関係 

  ア 学校法人寄附行為認可申請書 

  イ 寄附行為補充請求書 

  ウ 学校法人（準学校法人）寄附行為変更認可申請書 

  エ 解散認可（認定）申請書 

  オ 合併認可申請書 

  カ 組織変更認可申請書 

 (２) 届出関係 

ア 学校法人（準学校法人）寄附行為変更届 

イ 解散届 

ウ 清算中に就職した清算人届 

エ 清算結了届 

オ 登記届 

カ 理事（監事）就任（退任）届 

キ 理事長職務代理等開始（終了）届 

２ 送付する様式 

  上記様式のうち、１(１)ウ、(２)ア、オ、カの改訂後の様式（案）について送付します。令和７年４

月以降の申請等においては、改訂後の手引きが県公式ホームページに掲載されるまでの間、別添を活用

いただきますようお願いします。 

 



３ 令和７年４月以降の申請等に係る留意事項について 

 (１) 登記届について 

   改正私立学校法の規定及び学校法人の寄附行為により、令和７年４月１日以降、学校法人を代表す

るものとして、理事長の外に代表業務執行理事を定めた場合には、法務局において登記手続を完了さ

せた上で、当課宛て別添登記届により届出が必要となります。 

  （理事長及び代表業務執行理事の登記に係る申請については、法務局にお問合せください。） 

 (２) 理事等の就任又は退任に係る届出について 

   改正私立学校法施行令の規定により、令和７年４月１日以降に新たに就任又は退任した評議員及

び会計監査人（※会計監査人は設置する場合に限る。）については、理事及び監事と同様、就退任に

係る届出が必要となりますので、該当がある場合には別添様式により届出をしていただきますよう

お願いします。 

   なお、理事、監事、評議員及び会計監査人の資格については、別添就任届に添付の誓約書例のとお

りとなりますので、選任の際には十分留意いただきますようお願いします。 

 (３) １(１)ウ、(２)ア、オ、カ以外の手続に係る様式の送付を希望される場合には、担当宛て御連絡

いただきますようお願い申し上げます。 

担当：私学振興担当 向井 

TEL：019-629-5042 ／ FAX：019-629-5049 

Mail：AH0007@pref.iwate.jp 


